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医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の周知について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課長より、別添のとお

り通知がありましたのでお知らせいたします。 

医薬品・医療機器等安全性情報報告制度については、医薬関係者が医

薬品、医療機器又は再生医療等製品について副作用等の発生を知った場

合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があ

ると認めるときに、厚生労働大臣に対し副作用等を報告するものです。 

今般、本制度のより一層の普及を図るため、薬局等に啓発ポスターが

配布されております。 

つきましては、貴会会員にご周知下さるようお願い申し上げます。 










